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◇
「
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
」

助
成
事
業

　

木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
業
に
よ
り

耐
震
診
断
を
実
施
後
、
耐
震
改
修
工

事
を
実
施
す
る
方
に
補
助
金
を
交
付

し
耐
震
対
策
を
支
援
し
ま
す
。

　

ま
た
、
避
難
弱
者
住
宅
に
該
当
す

る
場
合
は
、
補
助
金
の
加
算
が
あ
り

ま
す
。

　

申
込
期
限　
　

月　

日
�
ま
で

11

30

※
避
難
弱
者
住
宅  　

歳
以
上
の
方

65

の
み
が
居
住
す
る
住
宅
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
、
２
級
の
交
付
を
受
け
た

方
が
居
住
す
る
住
宅
、
要
介
護
認
定

を
受
け
た
方
が
居
住
す
る
住
宅
な
ど

◇
「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
」助

成
事
業

　

木
造
住
宅
に
耐
震
診
断
士
を
派
遣

し
て
耐
震
診
断
を
行
い
、
耐
震
対
策

を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

　

申
込
期
限　
　

月　

日
�
ま
で

11

30

◇
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
事
業

　

地
震
発
生
時
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
倒
壊
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、
危
険
度
の
高
い
ブ
ロ
ッ

ク
塀
な
ど
を
除
却
し
て
安
全
を
確
保

す
る
場
合
に
、
除
却
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
除
却
跡
地
に
軽
量
の
フ
ェ

ン
ス
な
ど
を
設
置
す
る
場
合
に
も
、

設
置
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

申
込
期
限　
　

月　

日
�
ま
で

12

25

　

い
ず
れ
も
、
補
助
金
額
な
ど
詳
し

い
内
容
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

 

・ 

　

建
築
指
導
課（
内
線　

・　

） 

542

543

申

問
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宮城県・女川町・石巻市主催 
講演会「プルサーマルを
考える」参加者募集

　プルサーマルの安全性などに関する

推進・慎重の専門家などによる講演

（各会場 400 人）

〔1回目〕

と　き　９月５日�午後１時～

ところ　牡鹿体育館

〔2回目〕

と　き　９月５日�午後６時～

ところ　女川町生涯学習センター

申込方法　８月２１日�まで、住所、氏

名、年齢、電話番号、希望会場を記

入し、はがき（〒 980-8570 住所不

要）または、FAXにて申し込みく

ださい。〔消印有効〕

 ・ 　宮城県原子力安全対策室

　�　022-211-2607・

　FAX　022-211-2695

申 問

企業誘致助成金制度 市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、各企業に
助成金を交付しています。

拠　　点　　地　　区　　以　　外拠　　　点　　　地　　　区区
分

市内全域（※石巻トゥモロービジネスタウンを除く）石巻トゥモロービジネスタウン地
域

製造業・情報サービス業・道路貨物運送業・倉庫業・自然科学研究所・旅館・ホテル・遊園地（テーマパー
クを除く）・博物館・美術館・動物園・植物園・水族館・自動車整備業・機械修理業・電気機械器具修理業

研究施設、事務施設、教育施設、業務支援・サービス施設など
拠点法に規定する産業業務施設、その他これに類する施設

業
種

①新設の場合　・大企業　　投下固定資産額　５億円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　25人以上（うち新規 10人以上）
　　　　　　　・中小企業　投下固定資産額　５千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　10人以上（うち新規５人以上）
②増設の場合　・大企業　　投下固定資産額　５億円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　10人以上
　　　　　　　・中小企業　投下固定資産額　２千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　５人以上
③移設の場合　・中小企業　投下固定資産額　３千万円以上
　　　　　　　　　　　　   常用従業員　　　５人以上

①新設の場合
　投下固定資産額５千万円以上

②増設の場合
　投下固定資産額２千万円以上

③移設の場合
　投下固定資産額３千万円以上

※拠点地区についての従業員数に関する条件はなし。

対　

象　

企　

業

①企業立地助成金
　対象経費：投下固定資産に課せられた固定資産税　助成額：固定資産税額と同額を交付（上記※Ⅰを除き、限度額なし）　期間：５年間
②上水道料金助成金（都市計画法の「工業専用地域」内のみ対象）　対象経費：上水道料金の 30％相当額を交付（限度額 500 万円）　期間：５年間
③雇用奨励助成金（新設の場合のみ対象）※Ｈ 21.４.１から適用　対　象：常用従業員として新たに１年以上雇用した「新規雇用者」
　助成額：１人当たり20万円を交付（限度額 1,000 万円・１回限り）
④緑化推進助成金　対象経費：営業開始から５年以内に、敷地 3,000m 

2

以上の 10％以上を緑化した経費
　助成額：緑化経費の 30％相当額を交付（限度額 500 万円・１回限り）
⑤環境対策設備助成金（新設の場合のみ対象）※Ｈ 21.４.１から適用　対象経費：太陽光発電等の新エネルギー設備、公害防止およびそれに附属する設備ならびに
空気調和設備の設置に要する経費　助成額：１企業者当たり、限度額 3,000 万円を交付（１回限り）

助　
　

成　
　

内　
　

容

※Ⅰ　資本金 300 億円を越える企業の
「増設」における助成金額は、当該
増設に係る固定資産税額の 3分の
1以内、年間5,000万円を限度額と
します。

申請時期：事業所などの業務を開始する日の 30日前まで　　問　企業立地推進課（内線 619）

参加無料
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集
団
資
源
回
収
を
実
施
す
る
団
体

（
子
ど
も
会
・
町
内
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
老

人
ク
ラ
ブ
な
ど
）
の
皆
さ
ん
に
、
報

奨
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
制
度
を

利
用
す
る
に
は
、
団
体
登
録
が
必
要

で
す
。

回
収
品
目　

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー

ル
、
一
升
び
ん
・
ビ
ー
ル
び
ん
、
ア

ル
ミ
缶
・
ス
チ
ー
ル
缶

補
助
金
額　

品
目
ご
と
に
１ 
㎏ 
３
円

と
し
、一
升
び
ん
は
１
本
１
㎏
、ビ
ー

ル
び
ん
は
１
本
0
・
5
㎏
換
算
と
し

ま
す
。（
業
者
へ
の
売
り
払
い
金
と
は

別
に
な
り
ま
す
）

申
・
問　

廃
棄
物
対
策
課
（
内
線　

）
５１０

集
団
資
源
回
収
団
体

報
奨
金
制
度

事
業
ご
み
は
家
庭
ご
み
集

積
場
に
出
せ
ま
せ
ん

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　

飲
食
店
な
ど
の
各
店
舗
や
、
会
社
、

工
場
な
ど
か
ら
出
る
ご
み
（
営
業
ご

み
）
は
、
自
ら
処
理
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
収
集

運
搬
許
可
業
者
に
依
頼
す
る
な
ど
の

処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
石
巻
広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
で
は
、
事
業
所
か
ら
出
る
紙
ご

み
（
書
類
な
ど
）
で
資
源
化
可
能
な

も
の
は
受
け
入
れ
し
ま
せ
ん
の
で
、

資
源
化
可
能
な
紙
類
は
、
分
別
し
た

上
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
に

収
集
を
依
頼
す
る
な
ど
、
適
正
な
処

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
・
問　

廃
棄
物
対
策
課
（
内
線　

）
５１０

○収集日の朝に、お住まいの町内会などが指定

する集積所に出してください。（他の地区の集

積所へは出さないでください。）

○燃やせるごみと燃やせないごみ・資源物ごとの

収集指定日を間違えないように出してください。

○木の枝・板などを出す場合は、厚さ、太さ5cm

以内のものを、長さ４０～５０cm以下に切りそろ

えて、束ねてから出してください。ただし、1度に

出せる量は、2束までになります。

○刈草を出す場合は、指定袋に入れて、1度に出

せる量は2袋までになります。

○車輌火災などの重大事故の原因となりますの

で、ガスカートリッジ・スプレー類は黄色のコン

テナボックスへ入れてください。また、使い捨て

ライターは個別に指定袋に入れて有害ごみと

して出すなど、必ず、分別して出してください。

問　廃棄物対策課  （内線４０２・４０３）

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出しししししししししししししししししししししルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルをををををををををををををををををををををみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななななででででででででででででででででででででで守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守ろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろうううううううううううううううううううううごみ出しルールをみんなで守ろう

今月の 
「市長室開放デー」
は8月24日 （月） 
午後１時～５時です
ところ　市長室

　市民の皆さんに開か

れた市政を目指すため

に実施している「市長室

開放デー」では、市長室

見学や市長との懇談が

できます。

　市長室の扉を開いて、

市民の皆さんをお待ち

していますので、お気軽

においでください。

 　広報広聴課（内線 398）

※都合により、開催日な

どが変更となる場合が

あります。
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申込用紙（試験要項）の配布受験資格
採　　用

予定人員
採用場所職　種区分

●　配布場所
病院局事務部　病院管理課（石巻市立
病院内）
※郵送を希望する場合は、封筒の表に
「平成 22年度看護師試験申込書請求」、
「放射線技師試験申込書請求」または
「臨床検査技師申込書請求」と朱書し、
あて先を明記した返信用封筒（Ａ４サ
イズが入る大きさ・140 円切手貼付）を
必ず同封し、請求してください。

● 請求・問い合わせ先
病院局事務部　病院管理課
〒 986-0835
石巻市南浜町一丁目７番２０号
� 0225-23-3200（内線 2027）

昭和４１年4月 2日以降に
生まれた方で、看護師資
格を有する方または平成
２２年 3月３１日までに資格
を取得する見込みの方

１０名程度
石巻市立
病院

看護師

石　
　

巻　
　

市

昭和３４年 4月 2日以降
に生まれた方で、看護
師資格を有する方また
は平成２２年3月３１日ま
でに資格を取得する見
込みの方

1名
石巻市立
牡鹿病院

看護師

昭和３４年 4月 2日以降
に生まれた方で、診療
放射線技師資格を有す
る方

1名
石巻市立
牡鹿病院

診療放
射線技
師

昭和３４年 4月 2日以降
に生まれた方で、臨床
検査技師資格を有する
方

1名
石巻市立
雄勝病院

臨床検
査技師

●採 用 日　　平成２２年４月１日　　　●試 験 日  　平成２１年９月２日（水）　

●申込受付　　平成２１年８月２０日（木）まで郵便に限り受け付けします。（当日消印有効）　

　　　　　　　詳細は試験要項をご覧ください。

平成２2年度採用　石巻市職員募集


